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   太田市景観賞表彰要綱 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、太田市景観条例（平成２２年太田市条例第

２３号。以下「条例」という。）第３２条の規定により、本市

の良好な景観の形成に寄与していると認められる市民及び事業

者並びに良好な景観の形成に著しく貢献していると認められる

もの（以下「市民等」という。）を表彰することに関し必要な

事項を定めるものとする。 

 （表彰の名称） 

第２条 表彰の名称は、太田市景観賞とする。 

 （表彰の範囲） 

第３条 表彰は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、本市にお

ける良好な景観の形成に顕著な功績のあった市民等に対して行

う。 

⑴ 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第４条第９項の

地区計画等、景観法（平成１６年法律第１１０号）第８１条

第１項の景観協定等の策定等に主体的に参画した市民等 

⑵ 主体的に、良好な景観の形成に関する研修、事業その他の

啓発活動を行い、又はこれらに参画し、良好な景観の形成に

関する市民の意識の高揚に寄与した市民等 

⑶ ５年以上にわたり、良好な景観を構成する建築物、工作

物、樹木等を適切に保全し、又は管理している市民等 

⑷ ５年以上にわたり、自主的かつ積極的に地域の清掃、草花

の植栽その他街並み又は自然の景観を保全する活動を行って

いる市民等 

⑸ 地域の特性及び周辺の景観に十分配慮して、建築物の建築

等、工作物の建設等又は当該行為に係る計画若しくは設計を

行った市民等 

⑹ 地域の特性及び周辺の景観に十分配慮して、街並みの整備

又は当該整備に係る計画若しくは設計を行った市民等 

⑺ 前各号に掲げるもののほか、市長が認める活動を行った市

民等 
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 （表彰対象の募集） 

第４条 市長は、期間を定めて表彰の対象を公募又は推薦により

募集するものとする。 

２ 公募に応じようとする者は、市長が指定する期間内に、別に

定める応募用紙（以下「応募用紙」という。）に市長が必要と

認める書類を添えて応募するものとする。 

３ 前条各号の規定による表彰の対象となる市民等を推薦しよう

とする者は、前項の期間内に、応募用紙に市長が必要と認める

書類を添えて、当該前条各号の規定による表彰の対象となる市

民等を市長に推薦することができる。 

 （表彰の決定） 

第５条 市長は、前条の規定による応募又は推薦があったとき

は、条例第３３条第１項の太田市景観審議会（以下「審議会」

という。）に諮り、表彰を受ける市民等を決定する。 

 （表彰の方法） 

第６条 表彰は、表彰状及び記念品を授与することにより行うも

のとする。 

 （功績の公表） 

第７条 市長は、前条の表彰を行ったときは、当該表彰を受けた

市民等の同意を得て、その功績を市の広報紙及びホームページ

に掲載する方法により公表するものとする。 

 （表彰の時期） 

第８条 表彰は、毎年１回行うものとする。ただし、市長が必要

と認めたときは、この限りでない。 

 （表彰の決定の取消し等） 

第９条 市長は、第５条の規定による決定を受けた市民等に表彰

を受けるものとしてふさわしくない行為があったときは、当該

決定を取り消すことができる。 

２ 市長は、前項の規定により表彰の決定を取り消した場合で、

当該取消しを受けた市民等に表彰状及び記念品を授与していた

ときは、これらを返還させることができる。 

３ 市長は、前項の規定による返還をさせようとするときは、あ
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らかじめ、審議会に諮り、その意見を聴くものとする。 

 （その他） 

第１０条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定め

る。 

   附 則 

 この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２３年７月５日から施行する。 


